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第１章 総則 

 

  （目的） 

第１条  この規則は，独立行政法人国立美術館（以下「国立美術館」という。）の財務

及び会計に関する基準を確立して，国立美術館の業務の適正かつ能率的な運営と予算

の適正な執行を図るとともに，財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とす

る。 

 

  （適用範囲） 

第２条 国立美術館の財務及び会計に関しては，独立行政法人通則法（平成１１年法律

第１０３号。以下｢通則法｣という。），独立行政法人国立美術館法（平成１１年法律第

１７７号。以下「美術館法」という。），独立行政法人国立美術館に関する省令（平成

１３年文部科学省令第４０号。以下「省令」という。）その他国立美術館の財務及び会

計に関し適用又は準用される法令の規定によるほか，この規則の定めるところによる。 

 

  （会計の原則） 

第３条 国立美術館の会計は，独立行政法人会計基準（平成１２年２月１６日付独立行

政法人会計基準研究会報告書）に定める次の各号の原則に適合するものでなければな

らない。 

 一 真実性の原則 

  二 正規の簿記の原則 

 三 明瞭性の原則 

  四 重要性の原則 

  五  資本取引・損益取引区分の原則 

  六  継続性の原則 



 

   

  七  保守主義の原則 

 

  （年度所属区分） 

第４条  国立美術館の会計は，資産，負債又は資本の増減及び移動並びに収益及び費用

について，その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとし，

その日を決定しがたい場合は，その原因たる事実を確認した日により年度所属を区分

するものとする。 

 

  （勘定科目） 

第５条  国立美術館の会計は，貸借対照表勘定として資産，負債及び資本に区分し，損

益計算書勘定として費用及び収益にそれぞれ区分して設け，取引の整理を行うものと

する。 

２ 前項の各勘定に属する勘定科目は，別に定める。 

３  理事長は，経理上特に必要がある場合は，前項の規定による勘定科目以外の勘定科

目を設けることができる。 

 

  （経理区分） 

第６条  国立美術館の経理は，事務局，東京国立近代美術館，京都国立近代美術館，国

立西洋美術館，国立国際美術館及び国立新美術館に区分して行うものとする。 

 

  （会計機関） 

第７条 国立美術館は，次の各号に掲げる会計機関を設けるものとする。 

 一 契約担当役 

 二 出納命令役 

 三 出納役 

２ 前項に規定する会計機関のほか，事務の範囲を定めて前項各号に掲げる分任会計機

関を設けることができる。 

３ 前項に定める会計機関は，理事長が任免する。 

４  理事長は，会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは，会計機関の職務を

他の役員又は職員に代理させることができる。 

５  この規則のうち，第１項各号に掲げる会計機関について規定した条項（第２１条第

３項，第５１条，第５６条及び第５７条を除く。）は，第２項及び第４項に規定する会

計機関について準用する。 

 

  （会計機関の職務） 

第８条 契約担当役は，契約その他収入又は支出の原因となる行為を担当する。 

２  出納命令役は，債務者に対する納入の請求，出納役に対する現金，預金，貯金及び

有価証券の出納命令を担当する。 

３  出納役は，出納命令役の命令に基づく現金，預金，貯金及び有価証券の出納，資産

の保管並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務を担当する。 

４  理事長は，前項に規定する出納役の職務について必要と認めるときは，出納役の補

助者を，その責任を明らかにして命ずることができる。 

 

  （会計機関の兼務禁止） 

第９条  会計機関のうち，出納命令役と出納役は兼務することができない。 

 



 

   

第２章 資産管理 

 

  （資産の価額） 

第１０条  国立美術館の資産の価額は，取得価額によるものとし，取得価額が不明のと

きは見積価額とし，また資産の再評価をしたときは評価価額によるものとする。 

 

  （資産の保管） 

第１１条 国立美術館の資産の保管は，次に掲げるところにより行わなければならない。 

 一 現金，預金若しくは貯金の通帳，信託証書，預り証書その他これらに準ずる証書

は厳重に鍵のかかる容器に保管すること。 

 二 国債その他文部科学大臣の指定する有価証券は，銀行若しくは信託会社に保護預

けをするか又は日本銀行に登録すること。 

  三 前各号に掲げる動産以外の動産は，その取扱責任者を明らかにして保管すること。 

  四  不動産は登記すること。なお，土地については常時その境界を明らかにしておく

こと。 

 

  （たな卸資産の範囲） 

第１２条  たな卸資産は，商品，消耗品，消耗工具，器具，備品その他の貯蔵品で相当

価額以上のものとする。 

 

  （たな卸資産の管理） 

第１３条  たな卸資産の管理は，常に良好な状態において管理し，その用途に応じて最

も効率的に運用しなければならない。 

２ 出納役は，受入及び払出の継続記録を行い，残高を明らかにしなければならない。 

３  出納役は，毎事業年度末日において実地にたな卸資産のたな卸を行い，それに基づ

いてたな卸表を作成しなければならない。 

 

  （たな卸資産の取得価額） 

第１４条  たな卸資産の取得価額は，原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の

付随費用を加算したものとする。 

 

  （たな卸資産の評価） 

第１５条  たな卸資産の評価方法は，個別法，先入先出法及び平均原価法等のうちあら

かじめ定めた方法による。ただし，その性格上，これらの方法により難い場合には，

最終仕入原価法によることができるものとする。 

２  前項の評価に当たっては，時価が取得原価よりも下落した場合には，時価をもって

貸借対照表価額としなければならない。 

 

  （固定資産の範囲） 

第１６条  固定資産は，有形固定資産，無形固定資産及びその他の資産とする。 

２  有形固定資産は，建物，構築物，機械装置，船舶，車両運搬具及び工具器具備品で

取得価額が５０万円以上かつ耐用年数が１年以上のもの，土地，建設仮勘定，美術工

芸品その他これらに準ずるものとする。 

３  無形固定資産は，特許権，借地権その他これらに準ずるものとする。 

４  その他の資産は，敷金，保証金その他これらに準ずるものとする。 

 



 

   

  （有形固定資産の減価償却） 

第１７条  土地，美術工芸品，映画フィルム及び図書・資料以外の有形固定資産（以下

「償却資産」という。）は，毎事業年度末日において資産の種類ごとに定額法により減

価償却を行うものとする。 

２ 前項の規定により減価償却をする場合における残存価額は，１円とする。 

３ 第１項の規定により減価償却する場合における耐用年数は，減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）による。ただし，通常の使用度を

越える使用のためにその損耗が著しい有形固定資産については，当該償却資産の耐用

年数を短縮することができる。 

４ 償却資産を増築若しくは改築し又はこれに修繕その他の改良を加えた場合は，当該

有形固定資産の耐用年数を延長することができる。 

５ 事業年度の中途において取得した償却資産の当該事業年度における償却額は，前４

項の規定により計算した償却額に経過月数を１２で除して得た割合を乗じて得た金額

とする。 

 

  （無形固定資産の減価償却） 

第１８条  無形固定資産は，毎事業年度末日において，その取得価額を基礎とし，残存

価額を零として，期間の定めのあるものについてはその期間，期間の定めのないもの

については理事長が別に定める期間により均分して減価償却しなければならない。 

 

  （特別償却） 

第１９条  固定資産が陳腐化，不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減

じた場合は，前２条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額するこ

とができる。 

 

  （債権の放棄等） 

第２０条  国立美術館は，通則法第４８条に定める重要な財産以外の債権の全部若しく

は一部を放棄するか，又はその効力を変更することができる。 

 

第３章 予算 

 

  （予算の執行） 

第２１条  国立美術館は，通則法第３１条に定める年度計画に基づいて，第６条に規定

した経理区分ごとに予算の実行計画を定め，事業の合理的かつ能率的な運営を図るも

のとする。 

２ 前項の規定により契約担当役は，予算差引簿を備え，予算の執行状況を常に明らか

にしなければならない。 

３ 第７条第２項の規定に基づき分任会計機関を設けたときは，契約担当役は，その事

務の遂行に必要と認める予算を分任契約担当役に配分するものとする。 

 

第４章 契約 

 

  （競争契約） 

第２２条  契約担当役は，売買，賃貸借，請負その他の契約を締結しようとするときは，

あらかじめ契約しようとする事項の予定価格を定め，競争に付し，契約の目的に応じ

予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格による入札者と契約しなければならな



 

   

い。ただし，支払の原因となる契約の入札価格が当該契約の履行にあたり著しく不適

当であると認められるときは，予定価格の制限の範囲内で別に定めるところにより，

申込みをした他の者と契約することができる。 

２ その性質又は目的から前項の規定により難い契約については，同項の規定に関わら

ず，価格及びその他の条件が美術館にとって最も有利なものをもって申込みをした者

（前項ただし書の場合においては，次に有利なものをもって申込みをした者）を契約

の相手方とすることができる。 

 
（随意契約） 

第２３条  契約担当役は，次の各号に該当するときは，前条の規定にかかわらず，随意

契約をすることができる。 

  一 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。 

 二 緊急の際で競争に付する暇がないとき。 

 三 競争に付することが不利と認められ，その不利と認める理由が，次のイからホま

での一に該当するとき。 

  イ 現に契約履行中の工事，製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行

中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。 

  口 随意契約によるときは，時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をするこ

とができる見込みがあるとき。 

  ハ 買入れを必要とする物品が多量であって分割して買入れなければ売惜しみそ

の他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。 

  二 緊急に契約をしなければ契約する機会を失い又著しく不利な価格をもって契

約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。 

  ホ 常時保守義務等を委託している事項に直接関連する軽微な工事等の契約を現

に履行中の契約者以外の者と契約することが不利であるとき。 

  四 予定価格が２５０万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 

五 予定価格が１６０万円を超えない財産を買い入れるとき。 

六 予定賃借料の年額又は総額が８０万円を超えない物件を借り入れるとき。 

七 予定価格が５０万円を超えない財産を売り払うとき。 

八 予定賃貸料の年額又は総額が３０万円を超えない物件を貸し付けるとき。 

九 工事又は製造の請負，財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が１ 

００万円を超えないものをするとき。 

十 運送又は保管をさせるとき。 

十一 官公署及び特別法により設立された法人との間で契約をするとき。 

十二 外国で契約をするとき。 

十三 競争に付するも入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないとき 

若しくは落札者が契約を結ばないとき。 

２ 契約担当役は，随意契約によろうとするときには，あらかじめ，契約をしようとす 

る事項の予定価格を定め，なるべく２人以上の者から見積書を取らなければならない。 

ただし，予定価格が１００万円を超えない場合で，予定価格調書その他書面による予 

定価格の積算を省略しても支障がないと認められる場合はその作成を省略すること 

ができる。また，予定価格が１００万円を超えない場合は見積書の徴取を省略するこ 

とができる。 

 

 

 （契約書の記載事項） 



 

   

第２４条  契約担当役が契約しようとするときは，契約の目的，契約金額，履行期限及

び契約保証金，危険負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し，これに

契約担当役が記名して印を押さなければならない。ただし，次に掲げる場合には契約

書の作成を省略することができる。 

 一 ２５０万円を超えない契約をするとき。 

 二 せり売りに付するとき。 

 三 物件売払いの場合において，買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。 

 四 前各号に掲げる場合のほか，随意契約による場合において，契約担当役が契約書

を作成する必要がないと認めたとき。 

２ 前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合において，契約担当役が必

要と認める場合は請書を徴するものとする。 

 

  （契約保証金） 

第２５条  契約担当役は，契約を締結する者から契約金額の１０分の１以上の契約保証

金を納めさせなければならない。ただし，別に定める場合は，契約保証金の全部又は

一部を納めさせないことができる。 

２ 前項の保証金の納付は，確実な担保の提供をもってこれに代えることができる。 

 

（複数年契約） 

第２６条  契約担当役は，必要に応じ，契約期間が複数の年度にわたる契約をすること

ができる。 

 

  （監督及び検査） 

第２７条  契約担当役が工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合は，自

ら又は補助者に命じて，契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければな

らない。 

２  契約担当役は，前項の請負契約又は物件の買入れその他の契約については，その受

ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において

行う工事若しくは製造の既済部分又は既納部分の確認を含む。）をするため，自ら又

は補助者に命じて，必要な検査をしなければならない。 

 

  （監督及び検査の委託） 

第２８条  契約担当役は，特に必要があると認められる場合は，前条の監督及び検査を

国立美術館の職員以外の者に委託して行わせることができる。 

 

  （部分払） 

第２９条  契約担当役は，工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が，１５０万

円を超えるものについては，その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に

対し完成前又は完納前に対価の一部分を支払う契約をすることができる。ただし，そ

の支払金額は工事又は製造については，その既済部分に対する対価の１０分の９，物

件の買入れについては，その既納部分に対する代価を超えることができない。 

 

  （資産の貸付及び売払） 

第３０条  契約担当役は，資産を貸し付けるときは，賃貸料を前納させなければならな

い。ただし，国，地方公共団体もしくは資力及び信用が十分であると契約担当役が認

めた者に貸し付ける場合又は賃貸借期間が６月以上にわたる場合においては，賃借料



 

   

を後納させ又はこれを分割して定期に納付させる契約をすることができる。 

２ 契約担当役は，資産を売り払う場合は，その引渡しのとき又は移転の登記若しくは

登録のときまでにその代金を完納させなければならない。 

 

第５章 取引 

 

  （取引命令） 

第３１条  取引はすべて出納命令役の命令により出納役が行うものとする。ただし，出

納命令役の不在その他の事故のある場合で，法令又は契約の定めるところにより収入

又は支払をしなければならないとき，その他緊急やむを得ない理由があるときは出納

命令役の命令によらないで収入又は支払をすることができる。 

２ 出納役は，前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは，その理由を明ら

かにし，遅滞なく出納命令役の承認を受けなければならない。 

 

  （現金払戻の制限） 

第３２条  出納命令役は，預金又は貯金を現金によって払い戻すことを命令することが

できない。ただし，次条に規定する預金口座相互間又は預金口座と貯金口座相互間に

資金を移動する場合及び第４２条第３項並びに第４３条の規定による支払を行うため

の現金については，この限りではない。 

 

  （取引金融機関の指定等） 

第３３条 理事長は，取引金融機関（郵便局を含む。以下同じ。）を指定しなければな

らない。 

２ 取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は，出納命令役名義により行う

ものとする。 

 

  （登録印鑑） 

第３４条 取引金融機関に登録する印鑑は，出納命令役の印鑑としなければならない。 

 

  （当座借越契約の禁止） 

第３５条 出納命令役は，取引金融機関の当座借越契約をしてはならない。 

 

  （先日付小切手の振出の禁止） 

第３６条 出納命令役は，先日付の小切手の振出しをしてはならない。 

 

  （手形等による取引の制限） 

第３７条  出納命令役は，手形その他の商業証券（小切手を除く。）をもって取引をし

てはならない。ただし，やむを得ない理由がある場合において他人が振り出した手形

その他の商業証券で確実なものを担保として受領するとき及び通則法第４５条の規定

による短期借入金をするために手形の振出しをする場合においては，この限りでない。 

 

  （出納の締切） 

第３８条 理事長は，毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。 

２ 出納役は，出納の締切時刻後速やかに帳簿と現金（小切手その他現金に準ずるもの

を含む。以下この条から第４３条までにおいて同じ。）の在高とを照合し，別に定める

期限内に，取引金融機関に預け入れなければならない。 



 

   

３  前項の規定は第４２条第３項及び第４３条の規定による支払いをするために保有

する現金については，この限りでない。 

 

  （収納手続） 

第３９条 出納役が現金を収納したときは，当該取引に係る伝票に領収日付を記入し，

領収証書を相手方に交付しなければならない。ただし，入場料収入及び物品販売収入

については，当日分を取りまとめのうえ伝票を作成できるものとし，領収証書の交付

を省略することができるものとする。 

２  出納役は，取引金融機関に直接収入金の入金があった場合は，振込通知書等により

確認を行い，当該取引に係る伝票に領収日付を記入しなければならない。この場合，

領収証書の交付は，金融機関が発行する領収証書等に代えることができるものとする。 

 

  （収納金の預入） 

第４０条 出納役は，その収納した現金を直ちに支払に充てることなく取引金融機関に

預け入れなければならない。 

 

  （支払手続） 

第４１条 出納役が支払をするときは，必ず領収証書を徴し，当該取引に係る伝票，請

求書その他の関係書類に支払日付を記入し，当該取引を整理しなければならない。た

だし，金融機関から振込による支払を行った場合は，金融機関の発行する書類等を領

収証書に代えるものとする。 

 

  （支払方法） 

第４２条 出納役はその支払につき，原則として，取引金融機関に必要な経費を交付し，

振込みを依頼するものとする。 

２ 出納役は，債権者から小切手の振出の請求があった場合は，債権者を受取人とする

小切手を振り出し交付することができる。 

３  出納役は，旅費又は謝金の支払その他必要と認める場合は，前２項の規定にかかわ

らず，現金により支払うことができる。 

 

  （小口現金） 

第４３条 出納役は，常用の雑費で一件の取引金額が５０万円を超えない支払に充てる

ため又は両替のために必要がある場合に５００万円を限度として現金を保管すること

ができる。 

２ 前項の現金は，収納した現金をもって充ててはならない。 

 

  （小切手事務の取扱） 

第４４条 小切手帳は，取引金融機関ごとに，常時各一冊を使用するものとする。 

２ 小切手帳の保管及び小切手の作成は，出納役又はその補助者でなければ行うことが

できない。 

３ 小切手は，出納命令役が決裁をした当該取引に係る伝票に基づかなければ振り出す

ことができない。 

４  小切手の振出年月日の記入及び押印は，当該小切手を受取人に交付するときにしな

ければならない。 

 

  （隔地払） 



 

   

第４５条 出納役は，隔地者に支払をする場合には，銀行送金又は郵便振替により送金

しなければならない。 

２ 前項の規定により送金をした場合には，送金手続が完了した日に支払がなされたも

のとして当該取引を整理するものとする。 

 

  （前金払） 

第４６条 出納命令役は，出納役をして次の各号に掲げる経費について，前金払をさせ

ることができる。 

 一 外国から購入する物品の代価（購入契約に係る物品を当該相手方が外国から直接

購入しなければならない場合にこれらの物の代価を含む。） 

 二 定期刊行物の代価及び日本放送協会に支払う受信料 

 三 土地，建物その他の財産の賃借料 

  四  保険料 

 五 運賃 

 六 研究又は調査の受託者に支払う経費 

 七 助成金 

 八 諸謝金 

 九 電話，電気，ガス及び水道の引込工事費並びに料金 

 十 官公署に支払う経費 

 十一 負担金 

 十二 前各号に掲げるもののほか，取引上特に必要があり，あらかじめ，理事長が承

認した経費 

 

  （概算払） 

第４７条 出納命令役は，出納役をして次に掲げる経費について概算払をさせることが

できる。 

 一 旅費 

 二 官公署に支払う経費 

 三 助成金 

 四 負担金 

 五 前各号に掲げるもののほか，取引上特に必要があり，あらかじめ，理事長が承認

した経費 

 

  （預り金） 

第４８条  隔地者に対する支払で，受取人の所在不明その他の理由により返送されたも

の又は振り出した小切手で，その呈示期間を経過し，なお,取引金融機関に呈示のない

ものは，当該事業年度末日において預り金として処理しなければならない。 

 

  （払戻及び戻入） 

第４９条  事業年度内の受入れに係るもので過誤納となったものの払戻金は，当該事業

年度の受入勘定科目から払い出し，事業年度内の支払に係るもので過誤払となったも

のの戻入金は，当該事業年度の払出勘定科目に戻し入れするものとする。 

 

  （余裕金の運用） 

第５０条  出納命令役は，余裕金の運用を行う場合は，あらかじめ理事長の承認を得る

ものとする。 



 

   

２  余裕金の運用に当たっては，通則法第４７条の規定する方法により，業務の執行に

支障のない範囲で効率的に行うものとする。 

 

  （借入金）  

第５１条  出納命令役は，資金を借入れる必要が生じた場合は，理事長の承認を得て，

これを行わなければならない。 

２  借入金については，通則法第４５条の規定する方法により行うものとする。 

 

第６章 経理 

 

  （伝票） 

第５２条 取引はすべて伝票によって処理しなければならない。 

 

  （帳簿の種類） 

第５３条  国立美術館は，元帳及び補助簿を備え，それぞれ勘定科目ごとにすべての取

引を記入しなければならない。 

 

  （帳簿の記入） 

第５４条 元帳及び補助簿の記入は出納役又はその補助者が伝票に基づいて取引のつ

ど行うものとする。 

 

第５５条 出納役は，前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなけれ

ばならない。 

２ 出納役は，毎月末日における元帳の各勘定科目の金額について関係帳簿と照合し，

記入の正確を確認しなければならない。 

 

  （月締処理） 

第５６条  出納役及び分任出納役は，毎月末日において元帳を締切り，出納計算書内訳

表を作成し，翌月１５日までに出納命令役又は分任出納命令役の証明を受けなければ

ならない。 

２ 分任出納役は，出納計算内訳表について，担当する美術館の館長の承認を得て，出

納役に提出するものとする。 

３  出納役は，分任出納役から提出された出納計算内訳表を確認のうえ，自ら作成した

ものと合算して出納計算表を作成し，出納命令役の証明を受けた後，翌月２５日まで

にこれを理事長に提出しなければならない。 

 

第７章 決算 

 

  （財務諸表等の作成） 

第５７条  出納役及び分任出納役は，毎事業年度末日において決算整理し，元帳及び補

助簿を締切り，必要と認める決算書類を作成し，出納命令役又は分任出納命令役の証

明を受けなければならない。 

２ 分任出納役は，前項の決算書類について，担当する美術館の館長の承認を得て，出

納役に提出するものとする。 

３  出納役は，分任出納役から提出された決算書類を確認のうえ，自ら作成したものと

合算し，通則法第３８条に規定する財務諸表等の案を作成し，これを理事長に提出し



 

   

なければならない。 

 

  （引当金の処理） 

第５８条  引当金については，将来の支出の増加又は将来の収入の減少であって，その

発生が当期以前の事象に起因し，発生の可能性が高く，かつ，その金額が合理的に見

積もることができる場合に計上するものとする。 

２  法令，中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれる

将来の支出については，引当金を計上しないものとする。 

 

第８章 会計監査及び責任 

 

  （監査） 

第５９条 理事長は，毎事業年度末日若しくは出納役に異動があったとき又はその他必

要と認めるときにおいて，特に命じた役員又は職員をして，資産及び会計の監査を行

うものとする。 

２ 監査の実施について必要な事項は別に定める。 

 

  （監査の立会） 

第６０条 出納職員その他関係職員は監査に立ち会わなければならない。 

 

  （会計機関の義務及び責任） 

第６１条  各会計機関は，国立美術館の財務及び会計に関して適用又は準用される法令

並びにこの規則に準拠し，かつ，予算で定めるところに従い善良な管理者の注意をも

って，それぞれの職務を行わなければならない。 

２ 各会計機関は，故意又は重大な過失により前項の規則に違反して，国立美術館に損

害を与えた場合はその損害を弁償する責に任じなければならない。 

 

第９章 雑則 

 

第６２条  国立美術館の会計に関する帳簿，決算に関する書類その他の関係書類の保存

期間は別に定めるものとする。 

 

第６３条  この規則に定めるもののほか，必要な事項は理事長が定めるものとする。 

 

第６４条  この規則に定める各種の様式については，理事長が別に定めるものとする。 

 

      附  則 

  この規則は，平成１３年４月２日から施行し，平成１３年４月１日から適用する。 

 

      附 則 

  この規則は，平成１５年８月１５日から施行する。 

 

      附 則 

  この規則は，平成１７年１２月２８日から施行し，平成１８年４月１日以後を履行期

限とする契約から適用する。 

 



 

   

附 則 

  この規則は，平成１８年７月１日から施行する。 

 

附 則 

  この規則は，平成１９年１１月９日から施行し，平成１９年８月１日から適用する。 

  

附 則 

  この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は，平成２３年４月１日から施行する。 


